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投資信託説明書（目論見書）

2010年2月 

本文書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、交付目論見書と請求目論見書の合本と
なっています。当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。 
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■設定・運用は 

  スパークス・アセット・マネジメント株式会社 
 

本文書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。 

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。 



 
「スパークス・アジア・パシフィック・ヘッジファンド・オープン 愛称：アジアン・ダイ

ナミズム」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影

響を受けます。 
従って、投資家の皆様の元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を

被ることがあります。 
 

 

 

 

委託会社の照会先 
基準価額・販売会社等につきましては、以下までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
■この目論見書により行う「スパークス・アジア・パシフィック・ヘッジファンド・オープン 愛称：

アジアン・ダイナミズム」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25号）

第５条の規定により、有価証券届出書を平成 22年 2 月 16 日に関東財務局長に提出しており、その

届出の効力は平成 22年 2 月 17 日に発生しております。 

 

■金融商品取引法第 15 条第 3 項に規定する交付の請求があったときに直ちに交付しなければならな

い目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）は、投資家から請求された場合に交付されます。

また、投資家の皆様が請求目論見書の交付を請求した場合には、その旨をご自身で記録しておくよ

うにしてください。なお、本交付目論見書と請求目論見書は合本となっています。 
 
 
 

提出日 ：平成 22年 2月 16 日 

発行者名 ：スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

代表者の役職氏名 ：代表取締役社長 谷口 正樹 

本店の所在の場所 ：東京都品川区大崎一丁目 11番２号ゲートシティ大崎 

届出の対象とした募集内国投資

信託受益証券に係るファンドの

名称 

：スパークス・アジア・パシフィック・ヘッジファンド・オープン

届出の対象とした募集内国投資

信託受益証券の金額 
：500 億円を上限とします 

縦覧に供する場所 ：該当事項なし 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 
【ホームページ】http://www.sparx.co.jp/ 

【電話番号】  03-5435-8200 

（受付時間：営業日の 9：00～17：00） 



 

お申込みをされる前に 

 

下記の事項は、この投資信託（以下｢当ファンド｣という。）をお申込みされるご投
資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするも
のです。 

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内
容をよくお読みください。 

 
 

記 

 

■当ファンドに係るリスクについて 

当ファンドは、主としてユーロ円債など値動きのある有価証券等に投資を行

いますので、組入れられた証券等の値動きにより、基準価額が下落し、損失を

被ることがあります。従って、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているもの

ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがありま

す。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「為替

リスク」および「信用リスク」などがあります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■当ファンドに係る手数料等について 

◆申込手数料 

取得申込指定日の基準価額に 3.15％（税抜 3％）を上限として販売会社

が独自に定める率を乗じて得た額とします。 

※詳しくは販売会社にてご確認ください。 

◆換金（解約）手数料 

当ファンドには換金（解約）手数料はありません。 

◆信託報酬 

ファンドの純資産総額に年 0.735％（税抜年 0.7％）の率を乗じて得た額と

します。 

◆信託財産留保額 

解約請求指定日の基準価額に 0.5％の率を乗じて得た額とします。 

◆その他の費用 

・ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等 

・ 監査報酬、目論見書や運用報告書等の作成費用などの諸費用等 

・ 組入有価証券が投資するファンド・オブ・ヘッジファンズの信託報酬及び

そのファンド・オブ・ヘッジファンズが投資するヘッジファンドの信託報酬等

上記その他費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧く

ださい。 

(*)「◆その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事

前に料率、上限額等を表示することができません。 

 

当該手数料等の上限額や合計額については、ご投資家の皆様がファンドを

保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 
 
                                               以上 




